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Healthcare note（公共・公益法人レポート・シリーズ） 
 

 

野村證券株式会社 金融公共公益法人部 〒100-8130 東京都千代田区大手町2-2-2 アーバンネット大手町ビル 

本資料に含まれる情報がもたらす一切の影響、本資料の内容に関する正確性、妥当性、法務上のコンプライアンス等につきましては、野村證券はその責を一切負いません。
本資料中の記載内容における各種法令・規則等は随時改定されますので、あくまでも参考資料としてお取り扱いください。また、記載内容における法令・規則及び表現等
の欠落・誤謬などにつきましては、野村證券はその責を一切負いません。本資料は、貴社が経営判断を行うに際して参考となると考えられる情報の提供を目的としたもの
です。経営判断における最終意思決定は貴社自身で行われるものであり、野村證券はこれに対する意見または判断を表明するものではありません。本資料のご利用に際し
ては、弁護士、公認会計士等にあらかじめその内容をご確認ください。 

 (寄稿)  
医療法人の出資持分に係る相続税・贈与税の納税猶予制度 

～持分の定めのない医療法人への移行促進～ 

 

 

 

 

 

医療法人(経過措置型)にとって、長年にわたり積み上げられてきた剰余金に

より出資持分評価が高額になった場合の後継者への相続問題は、課税等により

法人経営のみならず、後継者にとっても深刻な影響を及ぼす場合もあることは、

周知のとおりです。 

 

早期から相続対策を行っている医療法人であれば、深刻な事態に陥る可能性

は低くなりますが、実際、必ずしも早期から対策をとっている医療法人ばかりでは

ありません。 

 

昨年 10 月に施行された｢医療法人の出資持分に係る相続税・贈与税の納税

猶予制度｣は、基本的には、持ち分の定めのない医療法人への移行を促す制度

ですが、いざ、相続が発生した時点で、十分な相続対策が取れていなかった医

療法人にとっては、救済措置的な制度となります。 

 

この制度を利用するには、｢認定医療法人｣となる必要があり、また、認定を受

けるためにはいくつかの条件がありますが、認定後一定の条件(本文「5.相続税

の納税猶予」等参照)を満たすことにより最終的に相続税が免除されます。 

 

本稿は、｢医療法人の出資持分に係る相続税・贈与税の納税猶予制度｣につ

いて税理士法人山田＆パートナーズ 税理士 大城陵司先生に寄稿いただき、

制度の背景・概要から制度利用の条件やケース毎の活用方法の例示など紹介

いただきました。 

 

医療法人の出資者の皆様に相続対策の一つの選択肢として、この制度の位

置づけや利用条件など、内容を一度、把握されることをお勧めします。 

 

(市川) 

 

 

2015 年 2 月 16 日 

 

Healthcare note 

(No.15-02) 

 

 

 

 

 

 

寄稿者名： 

税理士法人 

山田＆パートナ-ズ 

税理士 大城 陵司 

 

 

 

 

 

編集主幹： 

野村ヘルスケア・ 

サポート＆アドバイザリー 

市川 剛志 

 

 

 

 

 

野村證券株式会社 

金融公共公益法人部 

 


